
 

川崎市交通局規程第２９号 

 川崎市交通局軽易工事執行の特例を定める規程の一部を改正する規程を次の

ように定める。 

  令和７年１１月２８日 

川崎市交通事業管理者          

交通局長 水 澤 邦 紀     

 

   川崎市交通局軽易工事執行の特例を定める規程の一部を改正する規程 

川崎市交通局軽易工事執行の特例を定める規程（平成８年交通局規程第２２

号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「100,000円」を「1,000,000円」に改める。 

   附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

   

 


